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（１）税率等一覧（令和７年度） 
 

税目 課税客体及び納税義務者 課 税 標 準 及 び 税 率 

市 

 

民 

 

税 

個 

 

人 

○市内に住所を有する個人（均

等割・所得割） 

○市内に事務所、事業所又は

家屋敷を有する個人で市内に

住所を有しないもの（均等割） 

○均等割 

  3,000円 

○所得割 

  課税標準額の 6％（総合課税分） 

法 

   

人 

○市内に事務所又は事業所を

有する法人（均等割・法人税

割） 

○市内に寮等を有する法人で市

内に事務所又は事業所を有し

ないもの（均等割） 

○法人課税信託の引受けを行う

ことにより法人税を課される

個人で市内に事務所又は事

業所を有するもの（法人税割） 

 

（注 1） 

次に掲げる法人 

・公益法人等のうち、均等割を

課することができないもの以

外のもの 

・人格のない社団等 

・保険業法に規定する相互会社

以外の法人で資本金の額又

は出資金の額を有しないもの 

 

 

 

 

 

○均等割 

○法人税割 

条  件 税 率 

次のいずれかに該当するもの 

・資本金 1億円超 

・法人税額 400万円超 

・保険業法に規定する相互会社 

※1 

※2 

12.1％ 

 8.4％ 

上記以外 
※1 

※2 

9.7％ 

6.0％ 

※1 平成 26年 10月 1日から令和元年 9月 30日の間に開始

された事業年度分の税率 

※2 令和元年 10月 1日以降に開始された事業年度分の税率 

資本金等の額 従業者数 税 率 

1千万円以下 
50人以下 

5万円 

（注 1） 

50人超 12万円 

1千万円超 1億円以下 
50人以下 13万円 

50人超 15万円 

1億円超 10億円以下 
50人以下 16万円 

50人超 40万円 

10億円超 50人以下 41万円 

10億円超 50億円以下 50人超 175万円 

50億円超 50人超 300万円 

固定資産税 

○土地・家屋・償却資産の所有

者 

○課税標準額の 1.4％ 

 ※課税対象外 土   地  30万円未満 

           家   屋  20万円未満  

           償却資産 150万円未満 

都市計画税 
○市街化区域内に所在する土

地及び家屋の所有者 

○課税標準額の 0.3％ 

 ※課税対象外 固定資産税と同じ 

特別土地保有税 

○土地の保有者又は取得者 

※平成 15 年度以後の新規課税

停止 

○保有分 

  土地の取得価格の 1.4％（固定資産税相当額を控除） 

 ※課税対象外 5,000㎡未満 

○取得分 

  土地の取得価格の 3％（不動産取得税相当額を控除） 

  ※課税対象外 5,000㎡未満 

国有資産等所在 

市町村交付金 

○国又は地方公共団体が所有

する固定資産で貸付資産等 

○算定標準額の 1.4％ 
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（１）税率等一覧（令和７年度）（つづき）   

 

税  目 課税客体及び納税義務者 課 税 標 準 及 び 税 率 

市 たばこ税 

○売渡し等に係る製造たばこの

卸売販売業者等 

○令和 3年 9月 30日以前 

たばこの区分 税 率 

旧３級品の紙巻たばこ 6,122円/千本 

上記以外の製造たばこ 6,122円/千本 

○令和 3年 10月 1日以後 

たばこの区分 税 率 

旧３級品の紙巻たばこ 6,552円/千本 

上記以外の製造たばこ 6,552円/千本 
 

軽 

 

自 

 

動 

 

車 

 

税 

環 

境 

性 

能 

割 

○三輪以上の軽自動車の取得

者 

 

販売価格に相当する額×下記税率 

※免税点 販売価格５０万円以下 

※中古車の購入の場合は、販売価格に相当する額に総務大

臣が定める割合を乗じて得た額に税率をかけるものとする。 

 

○乗用車 

対象者 排出ガス性能 燃費性能 
税率 

自家用 営業用 

電気自動車   

非課税 非課税 

天然ガス 

自動車 

平成３０年規制適合または 

平成２１年規制から NOｘ 

１０％低減（★★★★） 

ガソリン車・ 

ハイブリッド車 

平成３０年規制から NOｘ 

５０％低減（★★★★） 

または 

平成１７年 NOｘ７５％低減 

（★★★★） 

令和１２年度燃費基準８５％達成 

（かつ令和２年度燃費基準達成） 

令和１２年度燃費基準７５％達成 

（かつ令和２年度燃費基準達成） 

令和１２年度燃費基準６０％達成 

（かつ令和２年度燃費基準達成） 
1.0％ 0.5％ 

令和１２年度燃費基準５５％達成 2.0% 1.0% 

上記以外の車 2.0% 2.0% 

  

○軽量車（2.5ｔ以下のバス・トラック等） 

対象者 排出ガス性能 燃費性能 
税率 

自家用 営業用 

電気自動車   

非課税 非課税 

天然ガス 

自動車 

平成３０年規制適合または 

平成２１年規制から NOｘ 

１０％低減（★★★★） 

ガソリン車・ 

ハイブリッド車 

平成３０年規制から NOｘ 

５０％低減（★★★★） 

または 

平成１７年 NOｘ７５％低減 

（★★★★） 

平成２７年度燃費基準１２５％達成 

平成２７年度燃費基準１２０％達成 1.0％ 0.5％ 

令和２７年度燃費基準１１５％達成 2.0％ 1.0％ 

上記以外の車 2.0% 2.0% 
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税  目 課税客体及び納税義務者 課 税 標 準 及 び 税 率 

軽 

 

自 

 

動 

 

車 

 

税 

種 

 

別 

 

割 

○原動機付自転車・軽自動車・

小型特殊自動車・二輪の小型

自動車の所有者 

            
区分 税率 

原
動
機
付
自
転
車 

50cc以下 2,000円 

50cc超 90cc以下 2,000円 

90cc超 125cc以下 2,400円 

ミニカー 3,700円 

軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車 

二輪 3,600円 

軽
三
輪
車 

旧税率 3,100円 

重課税率 4,600円 

新税率 3,900円 

グリーン化特例（軽課）75％軽減 1,000円 

グリーン化特例（軽課）50％軽減 2,000円 

グリーン化特例（軽課）25％軽減 3,000円 

軽
四
輪
車 

乗
用 

自
家
用 

旧税率 7,200円 

重課税率 12,900円 

新税率 10,800円 

グリーン化特例

（軽課）75％軽減 
2,700円 

営
業
用 

旧税率 5,500円 

重課税率 8,200円 

新税率 6,900円 

グリーン化特例

（軽課）75％軽減 

1,800円 

グリーン化特例

（軽課）50％軽減 

3,500円 

グリーン化特例

（軽課）25％軽減 

5,200円 

貨
物
用 

自
家
用 

旧税率 4,000円 

重課税率 6,000円 

新税率 5,000円 

グリーン化特例

（軽課）75％軽減 

1,300円 

営
業
用 

旧税率 3,000円 

重課税率 4,500円 

新税率 3,800円 

グリーン化特例

（軽課）75％軽減 

1,000円 

小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円 

小型特殊自動車 その他 5,900円 

二輪の小型自動車 6,000円 
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（１）税率等一覧（令和７年度）（つづき）  

 

税  目 課税客体及び納税義務者 課 税 標 準 及 び 税 率 

事 業 所 税 

○事業所等において事業を行う

法人又は個人 

○資産割 

  事業所床面積 1㎡当たり 600円 

 ※免税点 事業所床面積 1,000㎡以下 

○従業者割 

  従業者給与総額の 0.25％ 

 ※免税点 従業者数 100人以下 

入 湯 税 

○鉱泉浴場において入湯する

入湯客 

 ※課税免除の規定により現在

課税施設なし。 

○1人 1日 150円 

国民健康保険税 

○世帯主 ○医療給付費分 

  ①所得割 基礎控除後の総所得金額等×6.96％ 

  ②均等割 被保険者１人につき 41,300円 

①・②の合計額 

  ※65万円超の場合は 65万円 

○後期高齢者支援金等分 

  ①所得割 基礎控除後の総所得金額等×2.67％ 

  ②均等割 被保険者１人につき 16,000円 

①・②の合計額 

※24万円超の場合は 24万円 

○介護納付金分 

 ※40歳以上 65歳未満の被保険者のみ 

  ①所得割 基礎控除後の総所得金額等×2.41％ 

  ②均等割 該当被保険者１人につき 17,000円 

 ①・②の合計額 

  ※17万円超の場合は 17万円 

延 滞 金 

（ 全 税 目 ） 

○各税目の課税対象者 ○全税目 

 本則 特例(※１) 

納期限の翌日

から１か月以内 

7.3% 延滞金特例基

準割合(※２)＋

1.0% 

2.4% 

１か月経過後

から納付日ま

で 

14.6% 延滞金特例基

準割合＋7.3% 

8.7% 

※１ 利率は、当分の間、特例を適用するものとされている。 

※２ 当該年の前年に租税特別措置法第 93条第 2項の規 

定により告示された割合に 1.0%を加算した割合 

※３ 平成 26年 1月 1日以降の期間に対応する延滞金か 

ら適用 
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（２）最近の主な税制改正一覧
【令和３年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

生計を一にする子（前年総所得金額等48万円以下）を有する単身者
について、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、「ひとり親控除」（控除
額30万円）を適用する。
上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用する。な
お、ひとり親控除及び寡婦控除全体に所得制限（合計所得金額500万
円以下）を設ける。

低未利用土地
等の長期譲渡
所得の特別控
除の創設

低未利用土地に関し、一定の要件を満たした長期譲渡所得について
100万円の特別控除を適用する。

イベント中止等
に伴う払戻請求
権を放棄した者
への寄附金控
除の創設

新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、開催中止等
となった文化芸術及びスポーツイベント（対象期間：令和2年2月1日～
令和3年1月31日）について、チケットの払戻しを受けない場合に当該
金額分を寄附とみなし、寄附金控除の対象とする。

住宅借入金等
特別税額控除
の適用要件の
居住開始日の
延長

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設等の遅延に対応す
るため、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合において
適用要件を満たした場合、住宅借入金等特別税額控除の適用対象
期間を延長する。
＜適用要件＞
・新型コロナウイルス感染症の影響によって居住開始が遅れたこと。
・一定期間（新築の場合は令和2年9月末、それ以外は令和2年11月
　末）までに新築住宅等に係る契約を行っていること。
・令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること。

ひとり親控除の
創設と寡婦（夫）
控除の見直し

個
人
市
民
税

令和3年度分
から

2

寡婦控除 ひとり親控除

改正後

※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載があるものは

対象外とする。

未婚の

ひとり親
未婚の

ひとり親

500万以下

未婚の

ひとり親

500万以下

寡婦（寡夫）控除

本人が女性 本人が男性

現 行

※表中の数字は個人市民税に係る所得控除の額（万円）

死別

500万以下

子

配偶関係 離別

子
以外

500万以下本人所得

扶

養

親

族

500万超 500万超

有

無

死別

500万以下

子

配偶関係 離別

子
以外

500万以下本人所得

扶

養

親

族

500万超 500万超

有

無

死別

500万以下

子

配偶関係 離別

子
以外

500万以下本人所得

扶

養

親

族

500万超 500万超

有

無

死別

500万以下

子

配偶関係 離別

子
以外

500万以下本人所得

扶

養

親

族

500万超 500万超

有

無
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和３年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

【給与所得控除の見直し】
・給与所得控除額を一律10万円引き下げ
・給与所得控除の適用上限額を195万円（収入金額850万円）に引き
下げ

【公的年金等控除の見直し】
・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ
・公的年金等控除の適用上限額を195万5千円（収入金額1,000万円
超）とする。

基礎控除の見
直し

・基礎控除額を10万円引き上げ
・合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じ
て控除額が遁減し、2,500万円を超える場合は基礎控除を適用しな
い。

調整控除の見
直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、個人住民税の所得割に対
し調整控除を適用しない。

所得金額調整
控除の創設

次の要件に該当する場合は、給与所得に対し所得金額調整控除を適
用する。
（1）給与等の収入金額が850万円超で次のいずれかに該当する場合
　 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する。
　 ・特別障害者に該当する。
　 ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

要件（1）の所得金額調整控除額＝
（給与等収入金額 （1,000万円超は1,000万円）-850万円）×10%

（2）給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得
　  の金額があり、給与所得控除の給与等の金額と公的年金等に
　  係る雑所得の合計金額が10万円を超える場合

要件（2）の所得金額調整控除額＝
（給与所得控除後の給与等の金額 （限度10万円）＋
公的年金等に係る雑所得の金額（限度10万円））-10万円

法
人
市
民
税

大法人の電子
申告の義務化

以下のいずれかに該当する法人は、電子申告が義務化された。
①資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
②相互会社、投資法人、特定目的会社

令和2年4月1
日以後に開始
する事業年度
分から

30

個
人
市
民
税

令和3年度分
から

30

給与所得控除・
公的年金等控
除の見直し

<基礎控除の見直し>

改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超 適用なし

33万円（所得制限なし）

合計所得金額
基礎控除額

53



（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和３年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

環境性能割の
臨時特例税率
の適用期間延
長

令和元年10月1月１日から令和3年3月31日の間に取得された自家用
乗用車に対する下記の環境性能割の適用について、適用期限を令和
3年12月31日までに延長する。

令和3年4月1
日から

3

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因し
て、厳しい経営環境に直面している中小事業者等の税負担を軽減す
るため、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税及び都市計画税
を軽減する。

固定資産税及び都市計画税の軽減額

※１　前年同期比減収率は、令和2年2月から10月までの任意の連
　　　 続する3か月間と前年の同期間を比較した事業収入の減収率

固定資産税等に
おける土地の税
額の据え置き

新型コロナウイルス感染症による社会的影響を踏まえ、評価額の上
昇等により税額が増額となる土地について、令和3年度に限り、前年
度の税額に据え置く。
ただし、地目変更等により評価額が上昇した場合は、本特例の対象
外

令和3年度分 3

新型コロナウイ
ルス感染症等に
係る中小事業者
等の家屋及び
償却資産に対す
る固定資産税及
び都市計画税
の課税標準の
特例

令和3年度分 2
固
定
資
産
税

種別割の税率
の改正

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した一定の環境
性能を有する軽四輪車等について、軽自動車税の税率を軽減する。

令和3年度分 2

軽
自
動
車
税

前年同期比減収率（※１） 軽減額
５０％以上減少 全額

３０％以上５０％未満減少 ２分の１ 

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％
10,800円

営　業　用 6,900円

貨物用

自　家　用 5,000円

営　業　用 3,800円

三輪 3,900円

区　　分 標準税率

四輪以上

乗　用

自　家　用

C

8,100円

5,200円

3,800円

2,900円

3,000円

B

5,400円

3,500円

2,500円

1,900円

2,000円

A

2,700円

1,800円

1,300円

1,000円

1,000円

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％以上低減）

B：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ令和2年度燃費

基準＋30％達成の乗用車

平成30年排出ガス基準50％低減達成かつ令和2年度燃費基準＋30％達成

の乗用車

平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基

準＋35％達成の貨物車

平成30年排出ガス基準50％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋35％達

成の貨物車

C：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ令和2年度燃費

基準＋10%達成の乗用車

平成30年排出ガス基準50％低減達成かつ令和2年度燃費基準＋10％達成

の乗用車

平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基

準＋15％達成の貨物車

平成30年排出ガス基準50％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋15％達

成の貨物車
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和３年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

国
民
健
康
保
険
税

基礎控除額の
見直しに伴う軽
減判定所得の
変更

◆７割軽減判定所得
33万円以下⇒ 43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
◆５割軽減判定所得
33万円＋（28.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）以下
⇒43万円＋（28.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
◆２割軽減判定所得
33万円＋（52万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）以下
⇒43万円＋（52万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療
制度に移行し継続して同一の世帯に属する方
※下線部は、年金・給与所得者が2人以上の世帯にのみ適用となる。

令和3年度分
から

2

国民健康保険
税率等の変更

国民健康保険税賦課限度額を引き上げた。
○医療給付費分　　　　　　　61万円→ 63万円
○介護納付金分　　　　　　　16万円→ 17万円

令和3年度分
から

2

国民健康保険
税の基礎控除
額の見直し

国民健康保険税の基礎控除額を引き上げた。
33万円→ 43万円

令和3年度分
から

30
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和４年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

個
人
市
民
税

個人市民税にお
ける住宅借入金
等特別税額控
除の特例期間
の延長

消費税率10％の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に住宅借
入金等特別税額控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が延
長された。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間について
は、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限り、床面積40平
方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となる。

令和4年度分
から

3

個人市民税にお
ける特定一般用
医薬品等購入
費を支払った場
合の医療費控
除の特例の延
長

医療用から転用された医薬品（特定一般用医薬品）等購入費を支
払った場合の医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）の適
用期間を5年間延長する。

特定配当等及
び特定株式等
譲渡所得に係る
申告手続の簡
素化

所得税の確定申告で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告
した者で、市県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金
額に係る所得の全部について源泉分離課税（申告不要）とする場合
に、原則確定申告書の該当欄を記載し提出するだけで手続が完結で
きるよう、確定申告書に附記事項が追加された。

退職所得課税
の見直し

勤続年数5年以下の法人役員等以外の者は、退職手当等の金額から
退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象とし
ていたが、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超え
る部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とする。

※住民税は市民税6％、県民税4％の合計10％が徴収される。

【改正前】

（収入金額－退職所得控除額）×1/2×6％（※）＝退職所得に係る市民税額

【改正後】

（収入金額－退職所得控除額）×6％＝退職所得に係る市民税額

【適用対象】
改正前 改正後

令和3年12月末入居分まで 令和4年12月末入居分まで

【適用期間】

改正前 改正後

令和4年度まで 令和9年度まで
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和４年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

既存住宅に省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の減額措置
について、対象住宅の範囲を拡大するとともに、適用期限を延長し、
対象工事等を変更する。

宅地等に対する
固定資産税等
の特例措置

新型コロナウイルス感染症対策による経済への影響を踏まえ、令和4
年度の１年に限り、商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の負
担調整率の上限を2.5％（現行：5％）に軽減する。

令和4年度分 4

省エネ改修住宅
に係る減額

令和4年4月1
日から

4

固
定
資
産
税

種別割の税率
の改正

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した一定の環境
性能を有する軽四輪車等について、軽自動車税の税率を軽減する。

令和４年度分 3

軽
自
動
車
税

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制に適合、又は

平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準値より10％以上

窒素酸化物の排出量が少ないもの)

B：平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減

を達成し、令和12年度燃費基準90％を達成かつ令和2年度燃費基準を達

成の乗用車

C：平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減

を達成し、令和12年度燃費基準70％を達成かつ令和2年度燃費基準を達

標準税率 A B C

自家用 10,800円 2,700円 - -

営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

自家用 5,000円 1,300円 - -

営業用 3,800円 1,000円 - -

3,900円 1,000円 - -

乗　用

貨物用

四輪以上

三輪

区　　分

改正前 改正後

対象住宅
平成20年1月1日以前から

所存する住宅
平成26年4月1日以前から

所存する住宅

適用期限 令和4年3月末改修分まで 令和6年3月末改修分まで

対象工事 断熱改修工事費が50万円超

断熱改修工事費が60万円超
または

断熱改修工事費が50万円超で
太陽光発電装置等設置工事費と

合わせて60万円超
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和４年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

未就学児の均等割額が半額に軽減される。
国
民
健
康
保
険
税

未就学児に係る
均等割額の軽
減措置

令和4年度分
から

3

※未就学児が低所得者世帯に属する場合には、低所得者の軽減
 　措置を適用した後の金額から半額が減額される。
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和５年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

特定小型原動
機付自転車に係
る車両区分の創
設

特定小型原動機付自転車の車両区分が創設され、次の要件該当す
る車両に、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車の標識の交
付が開始された。
・車体の大きさ　長さ190㎝以下、幅60㎝以下
・定格出力　0.60kw以下
・最高速度　時速20㎞以下

令和5年7月1
日から

5

令和5年度か
ら令和8年度
分

4

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和５年度から賦課期日時点で
１８歳または１９歳の方は、個人市民税の課税、非課税の判定の際に
未成年者に該当しないこととなる。

個人市民税の
非課税判定にお
ける未成年者の
年齢引き下げ

個
人
市
民
税

令和5年度分
から

4

1

軽
自
動
車
税

種別割の税率
の改正

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した一定の環境
性能を有する軽四輪車等について、軽自動車税の税率を軽減する。

個人市民税にお
ける住宅借入金
等特別税額控
除の見直しに伴
う所要の改正

所得税において住宅ローン控除の適用を受ける場合には、所得税額
から控除しきれなかった額を個人住民税額から控除することができる
が、当面の経済状況等を踏まえ、控除限度額の見直しをするととも
に、適用対象期間を4年間延長する。

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制に適合、又は

平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準値より10％以

上

窒素酸化物の排出量が少ないもの)

B：平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減

を達成し、令和12年度燃費基準90％を達成かつ令和2年度燃費基準を達

成の乗用車

C：平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減

を達成し、令和12年度燃費基準70％を達成かつ令和2年度燃費基準を達

成の乗用車

※Cについては令和6年度取得分まで、Bについては令和7年度取得分ま

で適用。

標準税率 A B C

自家用 10,800円 2,700円 - -

営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

自家用 5,000円 1,300円 - -

営業用 3,800円 1,000円 - -

3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

乗　用

貨物用

四輪以上

三輪

区　　分
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和5年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

わがまち特例として新設された特定マンションについて、家屋に係る
固定資産税額の特例割合を定めるもの。

特定マンション
における特例措
置の適用に必要
な申告

特定マンションに係る特例措置の適用を受けるにあたり、申告に必要
な記載項目について定めるもの。
①　住所、氏名、個人番号
②　家屋の所在、家屋番号、種類、床面積
③　建築年月日、登記年月日
④　工事完了年月日　　など

令和5年4月1
日から

5

固
定
資
産
税

令和5年度分
から

4

基礎控除額の
見直しに伴う低
所得者世帯の
軽減判定所得
の変更

◆５割軽減判定所得
43万円＋（28.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人
数）以下
⇒43万円＋（29万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人
数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
◆２割軽減判定所得
43万円＋（52万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人数）
以下
⇒43万円＋（53.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制
度に移行し継続して同一の世帯に属する方
※下線部は、年金・給与所得者が2人以上の世帯にのみ適用となる。

令和5年度分
から

4

地域決定型地
方税制特例措
置について、長
寿命化に資する
大規模修繕工
事を行なったマ
ンション対する
固定資産税の
特例措置

令和5年4月1
日から

5

国
民
健
康
保
険
税

国民健康保険
税率等の変更

　国民健康保険税賦課限度額を引き上げた。
○医療給付費分　　　　　　　　 63万円→ 65万円
○後期高齢者支援金等分　　 19万円→20万円
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和６年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

令和6年1月に発生した能登半島地震による災害により、住宅や家財
等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税
（令和5年分所得）において、その損失の金額を雑損控除の適用対象
とすることができる特例を新設する。

令和6年度分

令和6年度分
から

令和6年度分
から

国外居住親族に
係る扶養親族等
の見直し

国外に居住する３０歳以上７０再未満の親族については、以下のいず
れかに該当する場合を除いて、扶養控除の対象とならないこととす
る。あわせて、非課税基準の算定においても除くものとする。

・留学生
・障害者
・扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教
育費に充てるための支払を38万円以上うけている者

森
林
環
境
税

森林環境税の
導入

平成31年度税制改正により、森林の整備・再生のために必要な地方
財源を確保することを目的に、納税者１人当たり1,000円の森林環境
税を均等割とあわせて徴収する。
※森林環境税：国内に住所を有する個人に対して課する国税であり、
市町村が賦課徴収し、その全額を国の譲与税特別会計に払い込み、
これを森林環境譲与税として都道府県及び市町村に譲与する。

31

4

2

個
人
市
民
税

6

個人市民税等に
おける減免手続
に係る所要の改
正

個人市民税における減免手続について、災害等により減免する必要
があることが明らかな場合は、申請書の提出がなくても、職権による
減免を可能とする。

特別税額控除に
係る所要の改正

令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別
控除（定額減税）を実施する。

【概要】
対  象  者：納税者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円
                  （給与収入  2,000万円）以下である者）
特別控除額：納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき
                   市民税・県民税あわせて1万円

【実施方法】
①　給与所得に係る特別徴収の場合
　　令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の年税額」を
　　令和6年7月分から徴収する。
②　普通徴収の場合
　　　「定額減税前の年税額」をもとに算出した第1期分
　　（令和6年  6月分）の税額から控除し、第1期分から控除
　　しきれない場合 は、第2期分（令和6年8月分）以降の
　　税額から、順次控除し、徴収する。
③　公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
　　「定額減税前の年税額」をもとに算出した令和6年10月分
　　の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、
　　令和  6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し、
　　徴収する。

能登半島地震
災害に係る雑損
控除額等の特
例に係る所要の
改正

上場株式棟の
特定配当等に係
る課税方式の統
一

令和６年度課税（令和５年分の収入）から、上場株式等の配当所得等
又は源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得については、課
税方式が所得税で選択したもとと一致することとする。

令和6年度分
から
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和６年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

わがまち特例として新設された再生可能エネルギー発電設備に係る
課税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電設備に係る固定
資産税の特例割合を定めるもの。

【適用対象】

わがまち特例として新設された一体型滞在快適性等向上事業の実施
主体が、当該事業により整備した一定の固定資産に係る特例割合を
定めるもの。

【適用対象】

固定資産税の
減額の規定の
適用を受けよう
とする者がすべ
き申告に係る改
正

認定長期優良住宅のうち区分所有に係る固定資産税の減額に必要
な申告について、所有者のほか当該区分所有住宅の管理者、理事等
を加えるもの。

令和６年４月１
日から

6

6

固定資産税の
減免について、
減免を受けるた
めに必要な申請
の期限、内容を
定めた改正

大規模災害の発生時などに、減免にあたる事由に該当することが明
らかであり、かつ、市長が固定資産税を減免する必要があると認める
場合で、所有者が災害に起因して減免申請書を提出できない場合
は、申請によらず、減免を適用することができる規定を追記したもの。

令和6年6月20
日から

6

固
定
資
産
税

地域決定型地
方税制特例措
置について、一
定のバイオマス
発電設備が追
加されたことに
伴う改正

令和６年４月１
日から

6

6

地域決定型地
方税制特例措
置について、一
体型滞在快適
性等向上事業
の実施主体が
追加されたこと
に伴う改正

令和６年４月１
日から

土地の価格の
特例に係る期間
の変更

令和６年４月１
日から

税目

令和6年4月
1日～令和8
年3月31日
の間に新た
に取得され
たもの

固定資産税

当該特定再
生可能エネ
ルギー発電
設備に対し
て新たに課さ
れることと
なった年度
から３年度分

対象資産 対象期間 改正前 適用期間

出力１０，０００kW以上２
０，０００kW未満であり、
一般木質・農産物残さ
区分に該当する特定再
生可能エネルギー発電
設備

　7分の6
（法が示す
標準特例
割合）

‐
(新設)

改正後

一体型滞在快適性等
向上事業により整備さ
れたもので、事業実施
主体が有料で借り受け
た固定資産以外の固定
資産

令和6年4月
1日～令和8
年3月31日
の間に整備
されたもの

　2分の1
（法が示す
特例割合）

　2分の1
（法が示す
標準特例
割合）

対象資産 対象期間 改正前 改正後 適用期間 税目

固定資産税

当該事業に
より整備され
た年の翌年
度から５年度
分

改正概要 改正前 改正後

土地の評価額の下落修正措置の適用期間 令和4年度
～

令和5年度

令和7年度
～

令和8年度
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和６年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

国
民
健
康
保
険
税

国民健康保険
税率等の変更

　国民健康保険税賦課限度額を引き上げた。
○後期高齢者支援金等分　　 20万円→22万円

令和6年度分
から

5

低所得者世帯
の軽減判定所
得の変更

◆５割軽減判定所得
43万円＋（29万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人数）
以下
⇒43万円＋（29.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
◆２割軽減判定所得
43万円＋（53.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人
数）以下
⇒43万円＋（54.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制
度に移行し継続して同一の世帯に属する方
※下線部は、年金・給与所得者が2人以上の世帯にのみ適用となりま
す。

令和6年度分
から

5
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（２）最近の主な税制改正一覧
【令和７年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

軽
自
動
車
税

軽自動車税種
別割の税率区
分の見直し

総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW（50cc相当）以下に制御した
バイク（新基準原付バイク）に係る軽自動車税種別割の税率を年額
2,000円（50cc原付バイクと同額）とする。

令和7年4月1
日から

7

固
定
資
産
税

固定資産税の
減額の規定の
適用を受けよう
とする者がすべ
き申告に係る所
要の改正

大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置
について、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があ
り、減額措置の要件に該当すると認められる場合は、当該マンション
の区分所有者から申告書の提出がなくても、当該減額措置の適用を
受けることを可能とするもの。

令和7年４月１
日から

7

個
人
市
民
税

特別税額控除に
係る所要の改正

令和7年度分の個人住民税について、定額による所得割額の特別控
除（定額減税）を実施する。

【概要】
対  象  者：納税者の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超
　　　　　1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得
　　　　　金額が48万円以下の者で国外居住者を除く)を有する者
特別控除額：市民税・県民税あわせて1万円

令和7年度分

6

個人市民税にお
ける住宅借入金
等特別税額控
除の限度額及
び期間の拡充

（1）借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に
　　入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準（認定住宅：
　　5,000万円、ZEH水準省エネ住宅：4,500万円、省エネ基準適合
　　住宅：4,000万円）が維持される。

（2）新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置
　　（合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。）について、建築
　　確認の期限が令和6年12月31日（改正前：令和5年12月31日）
　　まで延長される。

6

A：電気自動車・天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制に適合、
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（２）最近の主な税制改正一覧（つづき）
【令和７年度適用】

税目 改正項目 主な改正の概要 適用期日等 改正年度

◆５割軽減判定所得
43万円＋（29.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人
数）以下
⇒43万円＋（30.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の
人数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
◆２割軽減判定所得
43万円＋（54.5万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人
数）以下
⇒43万円＋（56万円×国保加入者及び※特定同一世帯所属者の人
数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）以下
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制
度に移行し継続して同一の世帯に属する方
※下線部は、年金・給与所得者が2人以上の世帯にのみ適用となりま
す。

令和7年度分
から

6

国
民
健
康
保
険
税

国民健康保険
税率および賦課

方式の変更

国民健康保険税率および賦課方式を4方式から2方式に変更した。
○医療給付費分
　　①所得割　基礎控除後の総所得金額等×6.96％
　　②均等割　被保険者１人につき41,300円
○後期高齢者支援金等分
　　①所得割　基礎控除後の総所得金額等×2.67％
　　②均等割　被保険者１人につき16,000円
○介護納付金分
　※40歳以上65歳未満の被保険者のみ
　　①所得割　基礎控除後の総所得金額等×2.41％
　　②均等割　該当被保険者１人につき17,000円

令和7年度分
から

6

国民健康保険
税率等の変更

　国民健康保険税賦課限度額を引き上げた。
○後期高齢者支援金等分　　 22万円→24万円

令和7年度分
から

6

低所得者世帯
の軽減判定所
得の変更
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